
（２）介護サービス情報の公表 

① 制度の概要 

介護サービス情報の公表制度については、要介護者等の利用者が適切に介護サービス

を選択できるよう、介護サービス事業者に対して情報の報告を法的に義務付けるもので

す。 

対象事業所は、毎年、Ｗeb 上の報告システムに必要事項を入力して、情報の報告を

する必要があります。 

ア 対象事業所 

  （ア） 年間 100 万円を超える介護報酬の支払いを受けている事業所 

  （イ） 新規指定事業所（基本情報のみ）  

イ 公表する情報 

基本情報 事業所に係る基本的な事項 

（法人名、事業所名、所在地、職種別の従業者数、利用料金等） 

運営情報 サービスの質の確保等のための取組に関する事項 

（プライバシーの確保に係る取組の有無、利用者本位のサービス提供

に係る取組の有無、事故の予防に係る取組の有無等） 

ウ 公表方法 

報告していただいた情報は、静岡県介護サービス情報公表システムにおいて随時

公表します。→ https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/22/index.php

② 公表計画等 

毎年度「介護サービス情報の公表計画」を策定し、当該計画に基づいて報告の受付、

公表を行います。令和５年度の計画は、令和５年10月に策定され、静岡市介護保険課の

ホームページに掲載します。 

→ https://www.city.shizuoka.lg.jp/528_000001_00019.html

③ 報告システムのＵＲＬ、ID・パスワード等 

   介護サービス情報の報告は、Web上で報告システムに直接入力することで報告を受け

付けます。報告システムを使用するためには、システムIDとパスワードが必要です。 

ア 報告システムのＵＲＬ 

  次のアドレスにアクセスし、ID・パスワード及びサービス種類を入力してログイ

ンし、ホームページ上の調査票に直接入力してください。 

静岡市介護サービス報告システムＵＲＬ（ログイン画面） 

    → https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/22/ 

イ 報告システムのID・パスワード 

令和４年度までに報告の対象となっていた事業所につきましては、これまでと同様

のID・パスワードになります。 

ID・パスワードを失念した場合は、事業所番号、事業所名、連絡先等を再交付用の

様式に記入して、介護保険課まで電子メール又はＦＡＸでご連絡ください。 
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再交付用の様式は介護保険課のホームページに掲載してあります。 

→ https://www.city.shizuoka.lg.jp/528_000001_00019.html

令和５年度に新規に指定を受けた事業所につきましては、ID・パスワードを別途通

知します。 

ウ 報告システムの操作方法 

報告システムの操作マニュアルは、ログイン画面の右上にある「ヘルプ」で閲覧・

ダウンロードできます。 

④ その他 

ア 特定（介護予防）福祉用具販売事業所 

    特定（介護予防）福祉用具販売事業所については、対象となる事業所を本市におい

て特定できないため、前年１月から12月の１年間の介護報酬が100万円以下の事業所

については、情報公表対象外届を提出するよう依頼させていただきます。 

    情報公表対象外届の様式は介護保険課のホームページ上に掲載してあります。 

    → https://www.city.shizuoka.lg.jp/528_000001_00019.html

イ 介護老人保健施設 

    所定疾患施設療養費を算定する介護老人保健施設は、治療の実施状況について公表

することとされています。当該加算を算定している事業所にあっては、「基本情報」

の「サービス内容」「介護報酬の加算状況」欄について、所定疾患療養費を「あり」

として忘れずに報告してください。 

    また、介護サービス情報の公表制度を活用することにより、治療の実施状況を公表

する場合は、「事業所の特色」の「サービス内容に関する自由記述」欄等を活用して

ください。 
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